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（民生産業委員長報告） 

日程第７ 議案第１号 鞍手町過疎地域自立促進計画の変更 
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（総務文教委員長報告） 
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（総務文教委員長報告） 

日程第11 議案第５号 鞍手町特別会計条例の一部を改正する条例  

  （総務文教委員長報告） 

日程第12 議案第６号 鞍手町公共施設改築事業引当基金の設置、管理及び処分に関する条例 

           の一部を改正する条例                           （総務文教委員長報告） 

日程第13 議案第７号 鞍手町税条例等の一部を改正する条例 

（総務文教委員長報告） 

日程第14 議案第10号 平成２８年度鞍手町一般会計補正予算（第５号）  

                      （総務文教委員長報告） 

日程第15 議案第13号 平成２８年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

（総務文教委員長報告） 

日程第16 議案第14号 平成２８年度地方独立行政法人くらて病院貸付金特別会計補正予算（第１号） 
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日程第17 議案第15号 平成２９年度鞍手町一般会計予算 

（予算特別副委員長報告） 

日程第18 議案第16号 平成２９年度鞍手町国民健康保険事業特別会計予算 

（民生産業委員長報告） 

日程第19 議案第17号 平成２９年度鞍手町後期高齢者医療特別会計予算 

                                         （民生産業委員長報告） 

日程第20 議案第18号 平成２９年度鞍手町住宅新築資金等特別会計予算 

  （民生産業委員長報告） 

日程第21 議案第20号 平成２９年度鞍手町かんがい施設維持管理運営費特別会計予算 

（民生産業委員長報告） 

日程第22 議案第21号 平成２９年度鞍手町谷山池パイプライン水利施設維持管理運営費特別会計予算 

                （民生産業委員長報告） 

日程第23 議案第19号 平成２９年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計予算 

（総務文教委員長報告） 

日程第24 議案第22号 平成２９年度地方独立行政法人くらて病院貸付金等特別会計予算 

（総務文教委員長報告） 

日程第25 議案第23号 平成２９年度鞍手町水道事業会計予算 

（総務文教委員長報告） 

日程第26 陳情第１号 玄海原発を再稼働しないよう求める意見書の提出を求める陳情 

（総務文教委員長報告） 

日程第27 閉会中の継続事件 
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平成２９年３月１６日（第４日） 

開議  １３時００分 

〇議長 星 正彦君  

 これから本日の会議を開きます。  

 日程はお手元に配布のとおりです。  

 これより日程に入ります。  

 日程第１ 議案第８号から日程第６ 議案第２５号までの６件を一括して議題とします。  

 本案は、民生産業委員会に付託していましたので、民生産業委員長の審査報告を求めます。  

 須藤民生産業委員長。  

〇１３番 須藤 敏夫君  

 民生産業委員会の議案審査報告をいたします。  

 議案第８号 鞍手町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例。  

 議案第９号 鞍手町隣保館設置及び管理条例の一部を改正する条例。  

 議案第１１号 平成２８年度鞍手町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）。  

 議案第１２号 平成２８年度鞍手町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）。  

 議案第２４号 鞍手町総合福祉センターの指定管理者の指定。  

 議案第２５号 地方独立行政法人くらて病院 第２期中期計画の認可。  

 本委員会は、３月８日に付託された上記の議案を審査の結果、いずれも原案を可決すべき

ものと決定したので、会議規則第７６条の規定により報告します。  

〇議長 星 正彦君  

 これから、委員長報告に対する質疑を行います。  

議案第８号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

次に､議案第９号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第１１号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第１２号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第２４号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  
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 次に､議案第２５号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

 議案第８号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第９号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第１１号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第１２号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第２４号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第２５号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

 議案第８号 鞍手町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第８号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に、議案第９号 鞍手町隣保館設置及び管理条例の一部を改正する条例を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第９号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に、議案第１１号 平成２８年度鞍手町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）

を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  
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本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第１１号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に、議案第１２号 平成２８年度鞍手町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）を

採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第１２号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に、議案第２４号 鞍手町総合福祉センターの指定管理者の指定を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第２４号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に、議案第２５号 地方独立行政法人くらて病院 第２期中期計画の認可を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第２５号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に､日程第７ 議案第１号から日程第１６ 議案第１４号までの１０件を一括して議題

とします。 

 本案は、総務文教委員会に付託していましたので、総務文教委員長の審査報告を求めます。  

田中総務文教委員長。  

〇６番 田中 二三輝君  

 総務文教委員会の議案審査報告をいたします。  

 議案第１号 鞍手町過疎地域自立促進計画の変更。   

 議案第２号 鞍手町附属機関設置条例の一部を改正する条例。  

 議案第３号 鞍手町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例。  

 議案第４号 鞍手町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例。  

 議案第５号 鞍手町特別会計条例の一部を改正する条例。  

 議案第６号 鞍手町公共施設改築事業引当基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部

を改正する条例。  

 議案第７号 鞍手町税条例等の一部を改正する条例。  

 議案第１０号 平成２８年度鞍手町一般会計補正予算（第５号）。  

 議案第１３号 平成２８年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）。 

 議案第１４号 平成２８年度地方独立行政法人くらて病院貸付金特別会計補正予算（第１
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号）。 

 本委員会は、３月８日に付託された上記の議案を審査の結果、いずれも原案を可決すべき

ものと決定したので会議規則第７６条の規定により報告します。  

〇議長 星 正彦君  

 これから、委員長報告に対する質疑を行います。  

 議案第１号について質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第２号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第３号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第４号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第５号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第６号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第７号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第１０号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第１３号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第１４号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  
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 議案第１号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第２号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第３号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第４号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第５号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第６号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第７号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第１０号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第１３号について討論はありませんか。 

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第１４号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

 議案第１号 鞍手町過疎地域自立促進計画の変更を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第１号は委員長報告のとおり可決されました。   
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 次に、議案第２号 鞍手町附属機関設置条例の一部を改正する条例を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第２号は委員長報告のとおり可決されました。   

 次に、議案第３号 鞍手町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を

採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第３号は委員長報告のとおり可決されました。   

 次に、議案第４号 鞍手町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を採決し

ます。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第４号は委員長報告のとおり可決されました。   

 次に、議案第５号 鞍手町特別会計条例の一部を改正する条例を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第５号は委員長報告のとおり可決されました。   

 次に、議案第６号 鞍手町公共施設改築事業引当基金の設置、管理及び処分に関する条例

の一部を改正する条例を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第６号は委員長報告のとおり可決されました。   

 次に、議案第７号 鞍手町税条例等の一部を改正する条例を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第７号は委員長報告のとおり可決されました。   

 次に、議案第１０号 平成２８年度鞍手町一般会計補正予算（第５号）を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  
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（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第１０号は委員長報告のとおり可決されました。   

 次に、議案第１３号 平成２８年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計補正予算（第

３号）を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第１３号は委員長報告のとおり可決されました。   

 次に、議案第１４号 平成２８年度地方独立行政法人くらて病院貸付金特別会計補正予算

（第１号）を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第１４号は委員長報告のとおり可決されました。   

 次に､日程第１７ 議案第１５号を議題とします。  

 本案は、予算特別委員会に付託していましたので、予算特別副委員長の審査報告を求めま

す。 

 田中予算特別副委員長。  

〇６番 田中 二三輝君  

 予算特別委員会の議案審査報告をいたします。  

 議案第１５号 平成２９年度鞍手町一般会計予算。  

 本委員会は、３月８日に付託された上記の議案を審査の結果、原案を可決すべきものと決

定したのでので、会議規則第７６条の規定により報告します。  

〇議長 星 正彦君  

 これから、副委員長報告に対する質疑を行います。  

 議案第１５号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

 議案第１５号について討論はありませんか。  

 宇田川亮君。 

〇４番 宇田川 亮君  

 議案第１５号 平成２９年度鞍手町一般会計予算に対し、日本共産党を代表して反対討論

を行います｡ 

 ２０１７年度の政府予算案は、「アベノミスク」と「消費税頼み」路線の行き詰まりのしわ

寄せを国民に押しつけるとともに、軍拡推進の道を暴走する安倍内閣の強健的な姿勢を象徴
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する予算案となっています。  

 社会保障費の自然増分が１，４００億円も削減され、老齢・障害年金やひとり親家庭の児

童扶養手当も減額されています。さらに、文教予算や中小企業予算も軒並み減額され、低年

金への上乗せや介護保険料の低所得者減額は先送りされています。  

 一方で、軍事費は５年連続の増額で５兆１，２５１億円となり、戦争する国作りを進める

危険な予算です。富裕層優遇の不公平税制や研究開発減税などの大企業優遇税制は温存され

ています。そして、福島原発事故の処理費を国民負担でまかなう方向もとっています。「アベ

ノミスク」の破たんによって、税収が伸び悩むなど、財政面でも安倍政治が行き詰まり、そ

のしわ寄せが国民に押しつけられる「トリクルダウン」と消費税頼みの路線では、暮らしも

経済もよくなりません。  

 平成２９年度鞍手町一般会計予算は、基本的には政府予算に追随する予算となっています。

そういった中、子どもの医療費無料化の継続や学童保育利用料の一部減免などの予算がくま

れていることは歓迎いたします。  

 しかしながら、高すぎる国保税やゴミ袋料金の引き下げ、保育料の負担軽減、同和関係予

算にはメスが入っておらず、税の公平性も保たれていません。  

 こういった問題点の解決策を示し、国保税やゴミ袋料金の値下げ、さらなる子育て支援な

ど、町民の暮らしと営業を応援する予算に組み替えていくことを求めて反対討論を終わりま

す。 

〇議長 星 正彦君  

 他に討論はありませんか。  

 田中二三輝君。  

〇６番 田中 二三輝君  

 議案第１５号 平成２９年度鞍手町一般会計予算に対し、賛成の立場で討論をいたします。 

 国全体が急激な少子高齢化、人口減少する中、平成２９年度は社会保障費の増大や公共施

設等の老朽化に伴う更新等に係る財源確保など、依然として厳しい状況であります。  

 しかしながら、山積する課題に対し、今回提案された予算案については、人口減少対策と

して賃貸住宅家賃補助事業費や少子化対策として不妊治療支援事業費などの計上があるほか、

子どもの教育向上のための新たな事業費などが計上されており、さらにこれまでも重要な課

題とされながらも先送りされてきた庁舎の建替えについても関係予算の計上があり、災害に

対する安心・安全なまちづくりに取り組んでいるとする予算案となっております。  

新たなまちづくや課題解決に取り組むための新規事業に対する財源確保については熟慮

する必要がありますが、町立高等学校のあり方や学校給食共同調理場のあり方について検討

していくなどの現状に甘んじることなく行財政改革にも取り組んでいこうとする姿勢が伺え

ます。 

議会としても住民の代表として、予算の計上・執行については、チェック機関としての役

割を十分果たしていく必要がありますが、これらのことを踏まえ、総合的な視点に立ち、「次
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世代につなぐ、つながる」予算案であると判断し、賛成討論といたします。  

〇議長 星 正彦君  

 他に討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 これで討論を終わります｡ 

 これから採決を行います。  

 議案第１５号 平成２９年度鞍手町一般会計予算を採決します。  

 本案に対する副委員長の報告は可決であります。  

本案は、副委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第１５号は副委員長報告のとおり可決されました。  

次に､日程第１８ 議案第１６号から日程第２２ 議案第２１号までの５件を一括して議

題とします。 

本案は、民生産業委員会に付託していましたので、民生産業委員長の審査報告を求めます。 

須藤民生産業委員長。 

〇１３番 須藤 敏夫君  

 民生産業委員会の議案審査報告をいたします。  

 議案第１６号 平成２９年度鞍手町国民健康保険事業特別会計予算。  

 議案第１７号 平成２９年度鞍手町後期高齢者医療特別会計予算。  

 議案第１８号 平成２９年度鞍手町住宅新築資金等特別会計予算。  

 議案第２０号 平成２９年度鞍手町かんがい施設維持管理運営費特別会計予算。  

 議案第２１号 平成２９年度鞍手町谷山池パイプライン水利施設維持管理運営費特別会計

予算。 

 本委員会は、３月８日に付託された上記の議案を審査の結果、いずれも原案を可決すべき

ものと決定したので、会議規則第７６条の規定により報告します。  

〇議長 星 正彦君  

 これから委員長報告に対する質疑を行います｡ 

 議案第１６号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第１７号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第１８号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  
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 次に､議案第２０号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第２１号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

 議案第１６号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に､議案第１７号について討論はありませんか。 

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に､議案第１８号について討論はありませんか。 

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に､議案第２０号について討論はありませんか。 

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に､議案第２１号について討論はありませんか。 

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

 議案第１６号 平成２９年度鞍手町国民健康保険事業特別会計予算を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第１６号は委員長報告のとおり可決されました。   

 次に、議案第１７号 平成２９年度鞍手町後期高齢者医療特別会計予算を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第１７号は委員長報告のとおり可決されました。   

 次に、議案第１８号 平成２９年度鞍手町住宅新築資金等特別会計予算を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  
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（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第１８号は委員長報告のとおり可決されました。   

 次に、議案第２０号 平成２９年度鞍手町かんがい施設維持管理運営費特別会計予算を採

決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第２０号は委員長報告のとおり可決されました。   

 次に、議案第２１号 平成２９年度鞍手町谷山池パイプライン水利施設維持管理運営費特

別会計予算を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第２１号は委員長報告のとおり可決されました。   

 次に､日程第２３ 議案第１９号から日程第２５ 議案第２３号までの３件を一括して議

題とします。 

 本案は、総務文教委員会に付託していましたので、総務文教委員長の審査報告を求めます。  

 田中総務文教委員長。  

〇６番 田中 二三輝君  

 総務文教委員会の議案審査報告をいたします。  

 議案第１９号 平成２９年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計予算。  

 議案第２２号 平成２９年度地方独立行政法人くらて病院貸付金等特別会計予算。  

 議案第２３号 平成２９年度鞍手町水道事業会計予算。  

 本委員会は、３月８日に付託された上記の議案を審査の結果、いずれも原案を可決すべき

ものと決定したので、会議規則第７６条の規定により報告します。  

〇議長 星 正彦君  

 これから委員長報告に対する質疑を行います。  

 議案第１９号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第２２号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第２３号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  
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 これから討論を行います。  

 議案第１９号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 次に、議案第２２号について討論はありませんか。  

 岡﨑邦博君。 

〇１１番 岡﨑 邦博君  

 議案第２２号 平成２９年度地方独立行政法人くらて病院貸付金等特別会計予算に反対の

立場から討論を行います｡ 

 この議案は、くらて病院整備基本構想に基づき、主に町立野球場を取り壊し、その跡地に

くらて病院を新築移転するための実施設計を行う財源を貸し付ける予算となっていますが、

建設予定地の町立野球場があるエリア一帯は炭鉱閉山後、人口が一気に減少し、町が疲弊し

たときに復興の起爆剤として様々な文化、体育施設の建設が進められました。整備が進むと

並行して周辺にいくつもの大型団地が造成され、人口の増加に結びつき、鞍手町のまちづく

りの起点となった施設群です。 

 野球場や運動場、テニスコートや中央公民館などの文化、体育施設は現在も子どもから大

人まで多くの人に親しまれ、利用されている鞍手町の中心施設であり、１つのエリアにこれ

だけの施設が集まっている町は他になく、町にとっても町民にとっても自慢の施設です。そ

の中核施設である野球場を取り壊し、病院にする正当な理由が見つかりません。何の施設で

も雑多に集めればいいわけではなく、まちづくりの観点からも改悪することに繋がります。  

 また中央公民館は子ども図書室や学習室、研修室などがある文教施設ですが、病院が移転

してくると救急医療に積極的に取り組むとのことから救急車両の出入りの度に救急車両のサ

イレンが鳴り響き、落ち着いた環境を壊し、学習や研修の妨げになるのではないかと危惧し

ます。さらに老健施設のある新館棟と病院を切り離すことで、新館棟３階の６０床分のワン

フロアすべてが病棟として利用されなくなり、資産価値としては減価償却をしたとしても数

億円分が無駄になります。  

 最後に、新築移転をする際には６５億円超え、町の当初予算に匹敵するほどの巨額の事業

費が必要です。にもかかわらず今まで町民に対して何の説明もなく、合意形成もせず、多く

の町民が何も知らない中で実施設計を行うための財源の貸付けを認めることは町民に不信感

を持たれかねないと言わざるを得ません。  

 まずは町民に情報を提供し、町民と双方向で意見交換をすべきとの考えから議案第２２号

に反対いたします。  

〇議長 星 正彦君  

 他に討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 これで討論を終わります｡ 
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 次に､議案第２３号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

 議案第１９号 平成２９年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計予算を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第１９号は委員長報告のとおり可決されました。   

 次に、議案第２２号 平成２９年度地方独立行政法人くらて病院貸付金等特別会計予算を

採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第２２号は委員長報告のとおり可決されました。   

 次に、議案第２３号 平成２９年度鞍手町水道事業会計予算を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

挙手多数です。よって議案第２３号は委員長報告のとおり可決されました。   

 次に､日程第２６ 陳情第１号を議題とします。  

 本陳情は総務文教委員会に付託していましたので総務文教委員長の審査報告を求めます。  

 田中総務文教委員長。  

〇６番 田中 二三輝君  

 総務文教委員会の陳情審査報告をいたします。  

 陳情第１号 玄海原発を再稼働しないよう求める意見書の提出を求める陳情。  

 本委員会は、３月１日に付託された上記の陳情を審査の結果、不採択と決定したので、会

議規則第９４条の規定により報告します。  

〇議長 星 正彦君  

 これから委員長報告に対する質疑を行います。  

 陳情第１号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

 陳情第１号について討論はありませんか。  

 宇田川亮君。 
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〇４番 宇田川 亮君  

 陳情第１号 玄海原発を再稼働しないよう求める意見書の提出を求める陳情について賛成

討論を行います｡ 

 鞍手町は玄海原発から約８０キロに位置し、一度事故が起きれば重大な被害をもたらすの

は間違いありません。また、町長の答弁にもありますように、熊本地震のような大規模地震

はいつどこで起きてもおかしくありません。  

 政府の原発再稼働路線は、亡国の道を歩むことにもなり、とりわけ玄海原発の再稼働によ

り事故が起きた場合の責任は誰がとるのでしょうか。  

 今回の陳情は、単に国に意見書をあげるということだけではなく、町民の代表として、鞍

手町民の命と財産を守るという立場も同時に示すことにもなります。  

原発は再稼働ではなく、今すぐ原発ゼロに向かうべきだということを強く訴えて賛成討論

を終わります。  

〇議長 星 正彦君  

 他に討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 これで討論を終わります｡ 

 これから採決を行います。  

 陳情第１号 玄海原発を再稼働しないよう求める意見書の提出を求める陳情を採決します。 

 この陳情に対する委員長の報告は不採択であります。  

 陳情第１号 玄海原発を再稼働しないよう求める意見書の提出を求める陳情を採択するこ

とに賛成の方は挙手をお願いします。  

「挙手」少数  

 挙手少数です。よって陳情第１号は不採択とすることに決定しました。  

 次に進みます。  

 日程第２７ 閉会中の継続事件を議題とします。  

 各委員長から目下審査する事件について会議規則第７４条の規定に基づき、お手元に配布

しましたとおり閉会中の継続審査の申し出があっております。  

 お諮りします。  

 各委員長の申し出のとおり継続審査にすることにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 異議なしと認めます。よって委員長からの申し出のとおり継続審査にすることに決定しま

した。 

 これで本日の日程は全部終了しました。  

 これをもって、平成２９年第２回定例会を閉会します。  

閉会 １３時３９分  
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    地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。  

    

   議長       星   正  彦 

 

  

   副議長      久 保 田  正 之 

 

 

   議員       須 藤  敏 夫 

 

    

   議員       熊 井  照 明 


